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徳島県庁受付案内業務に関する企画提案実施要領 

 

 

１ 業務の概要 

  (1) 名 称 

   徳島県庁受付案内業務 

  (2) 主 旨 

 徳島県では、万代庁舎１階県庁ふれあいセンター内に、県民からの問い合わせ、意見、

要望、苦情等を一元的に受け付ける総合案内窓口を設置している。受付案内業務を外部

委託するに当たり、よりよい県民サービスの提供ができる事業者を募集する。 

 (3) 内 容 

   徳島県庁受付案内業務 

  (4) 選定方式 

企画提案方式（公募型プロポーザル方式） 

 (5) 詳 細 

「徳島県庁受付案内業務に関する企画提案書作成要領」（以下「作成要領」という。）

及び「徳島県庁受付案内業務に関する企画提案仕様書」(以下「企画提案仕様書」という。）

によることとする。 

 ※万代庁舎は、徳島市万代町１丁目に所在する県の用に供する建物（警察本部の用に供す 

 るものを除く。）をいう。 

 

２ 業務の履行期間 

    令和８年４月１日から令和９年６月３０日まで 

 

３ スケジュール 

 (1) 企画提案参加者公告開始  令和８年３月 ３日（火） 

 (2) 質問受付期限   令和８年３月１１日（水）午後５時 

 (3) 質問最終回答   令和８年３月１２日（木） 

 (4) 参加申請書提出期限   令和８年３月１６日（月）午後５時 

 (5) 企画提案書提出期限   令和８年３月１９日（木）午後５時 

 (6) 審査    令和８年３月２５日（水） 

 (7) 選定結果通知   令和８年３月２６日（木） 

 (8) 契約締結    令和８年４月 １日（水） 

 

４ 企画提案仕様書等交付方法 

  (1) 交付期間    

    令和８年３月３日（火）から令和８年３月１９日（木）まで（県の休日を除く）の 

      午前９時から午後５時までの間（最終日は午前１０時まで） 

 (2) 交付場所 

      〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

      徳島県生活環境部県民ふれあい課（万代庁舎１階） 

    電 話 088-621-2095 

    ＦＡＸ 088-621-2862 

    電子メール kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp 

     ※ 「企画提案仕様書」等は、「徳島県ホームページ 県民ふれあい課」からもダウン 

     ロードできます。 

               

５ 質疑応答 

企画提案作成に関する質問について、次により受け付けることとする。 
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 (1) 質問期限 

 令和８年３月１１日（水）午後５時必着 

 (2) 質問方法 

 持参、電子メール又はＦＡＸにより提出すること。 

 なお、電子メール又はＦＡＸの送信後、電話にて着信の確認を行うこと。 

  (3) 提出先 

      〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

      徳島県生活環境部県民ふれあい課（万代庁舎１階） 

    電 話 088-621-2095 

    ＦＡＸ 088-621-2862 

    電子メール kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp 

 (4) 質問書様式等 

 質問書様式（様式第４号）により、次の点に留意して記載すること。 

   ①質問者の会社名、担当部署名、担当者役職・氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子 

    メールアドレスを記載すること。 

   ②質問内容を端的に表す表題を記載すること。 

   ③企画提案の審査や他の事業者からの提案書提出状況や見積額に関する質問は受け付 

   けない。 

 (5) 最終回答日  

 令和８年３月１２日（木） 

  (6) 回答方法 

 質問者に対し、電子メール又はＦＡＸにより回答を行うほか、必要に応じて、徳島県 

ホームページに掲載する。 

  (7) その他 

   受付期間経過後の質問及び指定した方法以外の方法での質問は一切受け付けない。 

 

６ 参加申請書等の提出 

  (1) 提出期限     

   令和８年３月１６日（月）午後５時必着 

  (2) 提出先 

      〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

      徳島県生活環境部県民ふれあい課（万代庁舎１階） 

    電 話 088-621-2095 

    ＦＡＸ 088-621-2862 

    電子メール kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp 

  (3) 提出方法     

   持参又は郵送によるものとする。なお、郵送の場合は書留郵便によること。 

  (4) 提出書類 

     企画提案参加申請書（様式第１号）･･･１部 

 

７ 企画提案書等の提出 

  (1) 提出期限     

   令和８年３月１９日（木）午後５時必着 

  (2) 提出先 

      〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

      徳島県生活環境部県民ふれあい課（万代庁舎１階） 

    電 話 088-621-2095 

    ＦＡＸ 088-621-2862 

    電子メール kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp 

  (3) 提出方法     
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   持参又は郵送によるものとする。なお、郵送の場合は書留郵便によること。 

   データについては、参加申請書記載のメールアドレス宛に、提出方法をお知らせしま

す。 

  (4) 提出書類 

   ①企画提案書（任意様式） 

   ア 「企画提案書」（袋綴じ、表紙に社名）･･･１部 

   イ 「企画提案書データ」（社名及び社名を類推できる表現のないもの） 

     ウ 会社の概要を説明したパンフレット・リーフレット等･･･１部 

   ②経費見積書（様式第２号）･･･１部 

   ③宣誓書（様式第３号）･･･１部 

  ④法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）･･･１部 

   個人事業主の場合は開業届のコピー･･･１部 

    ⑤損益計算書、貸借対照表等直前３年間の財務諸表類の写し･･･１部 

  ⑥直近の納税証明書（国税・県税）･･･１部 

  (5) その他 

   要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

 (6) 作成上の留意事項等 

「作成要領」のとおりとする。 

 

８ 参加辞退 

企画提案参加申請書提出後に、企画提案の参加を辞退する場合は、辞退届（様式第５号） 

を持参又は郵送により、提出すること。 

 

９ 委託先事業者の選定 

  (1) 参加資格等 

  ①参加資格 

   企画提案書を提出する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

   ア 徳島県内に本店、本部又は支店、支部等を有していること。 

     イ 徳島県庁受付案内業務と類似の委託業務を契約締結し、確実に履行した実績を有す 

    る者であること。 

     ウ 次のａからｋまでのいずれの事項にも該当しないこと。 

       ａ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者。 

ｂ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措 

置の対象となっている者。 

    ｃ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力   

 団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年 

を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）。 

ｄ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体。 

ｅ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事 

     再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平 

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。 

    ｆ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第 

     ３条又は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定さ  

        れた日から２年を経過しない者。 

    ｇ 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税 

     及び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者。 

ｈ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者。 

    ｉ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者が 

     いる団体。 
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     ・ 成年被後見人又は被保佐人 

     ・ 破産者で復権を得ない者 

     ・ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける 

     ことがなくなった日から２年を経過しない者 

    ｊ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適 

     当でないと認められる者。 

    ｋ 選定委員会の委員が自ら主宰し、役員若しくは顧問として関係し、又は所属する

法人その他の組織である者。 

  ②失格 

   次の要件のいずれかに該当する場合には、失格となる場合がある。 

 ア ①の資格がない者が企画提案書を提出した場合 

 イ 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合 

 ウ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

 エ 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合 

 オ 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合 

 カ 本実施要領、作成要領及び企画提案仕様書に示した企画提案に関する要件に適合し 

 ない場合 

 

  (2) 選定方法等 

   徳島県が別に設置する選定委員会において、書類審査及びプレゼンテーションにより、 

  別に定めた評価基準に基づき選考を行う。 

   なお、参加者が１者のみであってもプロポーザルは成立することとし、総合的に評価 

  して受託候補者としての適否を判断する。 

 

  (3) 選定結果 

    ①選定結果通知書により、選定審査の結果を通知するとともに、最優秀提案者の名称等 

  を県のホームページにて公表する。ただし、審査の経緯については公表しない。 

②選定結果に対する異議申し立ては受理しない。 

 

 (4) 留意事項 

①「企画提案仕様書」の仕様を満たした上で、より充実した業務内容の提案がなされて 

  いること。 

②見積額は、県が別に定める金額の範囲内であること。 

  ③長期的、安定的に運営する基盤を有し、費用が抑えられていること。 

  ④提出された企画提案書は、情報公開の対象となり得る。 

 

 (5) その他 

   ①企画提案書の作成・提出に要する経費は、提案者の負担とする。 

   ②審査の結果、適切な事業者がいないときは、委託事業者なしとした上で再募集する場 

  合がある。 

   ③提出のあった企画提案書は、提案者に無断で使用しないものとする。 

  ④提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うこと 

  がある。 

   ⑤提出のあった企画提案書は、提案者へ返却しない。 

   ⑥書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計 

  量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位に限る。 

 

10 契約の締結について 

  (1) 提案が選定された者は、審査の結果、最適な者として選定した者であるが、契約手続 

   を完了するまで契約関係を生じるものではない。また、業務の実施に際しては、提案 
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   内容をそのまま実施するものではなく、選定後に県と契約予定者との間で協議・調整   

   を行った上で、双方が合意に至った場合に契約を締結する。 

 (2) 契約予定者との協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すとともに、選定委員

会において次点となったものを契約予定者とし、契約内容についての協議を行った上 

で、契約を締結する。 

 (3) 県との協議が整った場合は、契約予定者から改めて見積書を徴収し、内容を審査の上、 

   委託契約を締結する。 

  (4) 本業務の実施に当たり、県は委託契約期間の間、随時、業務の進捗状況及び経費の執 

   行状況について、受託者に報告を求めることができるものとし、その状況に応じて業   

   務内容の見直しについて、受託者と協議できるものとする。 

 (5) 受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の 

   ために利用しないこと。また、成果品及び業務履行過程で得られた記録を第三者に閲 

   覧させ、複写又は譲渡しないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても 

   同様とする。ただし、委託者の許可を得た場合はこの限りではない。 

 (6) 本業務の遂行により生じた著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条か 

   ら第２８条に規定するこれらの権利）はすべて県に帰属する。 

 (7) 受託者が委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に 

   関する法律（平成１５年法律第５７号）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成   

    １５年政令第５０７号）及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人  

   情報保護委員会規則第３号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び  

   き損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 

  (8) 業務の実施に当たり発生した事故等は、受託者の責任で対処すること。ただし、県が 

   その損害を県の責めに帰する事由により発生したものと認めた場合は、県もその損害  

  を負担するものとし、負担額は県と受託者の協議で決定する。 


